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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状の台金と、該台金の先端部であって砥粒が固着された研削部と、該研削部に隣接し
た台金の外周部分であって絶縁有色塗料が塗布された識別部と、を有し、該識別部が、周
方向は均一な厚さで、軸方向には山形状になっていることを特徴とする歯科用研削バー。
【請求項２】
　棒状の台金を十分な量塗布された塗料が遠心力によって軸方向の中央で厚い山形状にな
るような速さで回転させる工程と、刷毛部材により該回転している台金の作業部となる元
端から一定幅の部分に絶縁有色塗料を塗布する工程と、前記台金の回転を停止して塗料を
乾燥させる工程と、前記識別部より先端側に電着によって砥粒を固着する工程と、を有す
ることを特徴とする歯科用研削バーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は歯科治療において歯等の研削に用いられる歯科用研削バーに関し、特に、歯科
用研削バーの種別を識別するマーキングに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　歯等の研削に用いられる歯科用研削バーは、棒状の台金の一方側の基端部にエアモータ
ー等のチャックに把持されるシャンク部が形成され、他方の先端部に砥粒を固着した研削
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部が形成されている。上記歯科用研削バーの研削部に砥粒を固着するにはメッキ法を利用
するのが一般的である。
【０００３】
　この方法は、たとえば、特許文献１（特許第３１４０５１７号）に記載されているが、
以下のように行われる。まず、メッキ槽にメッキ液を充填し、メッキ液内に研削部に固着
すべき砥粒を収容した素焼きの容器を浸漬し、この容器から離れた位置にニッケル等の陽
極金属を浸漬する。容器内の砥粒は、メッキ液に浸漬された状態となっている。そして容
器内に台金の研削部となる部分を挿入し、この台金を陰極として通電すると、研削部の表
面にニッケル等の陽極金属が析出し、この金属の成長に伴って研削部の表面に接触してい
る砥粒が電着される。
【０００４】
　歯科用研削バーには、砥粒の種類や粒径による相違があり、これらの識別が必要となる
が、通常、この識別は、台金に有色塗料を塗布した識別部を形成し、識別部の色の違いに
よることにしている。そして、識別部の形成方法としては、台金の中間に溝を形成し、こ
の溝に塗料を塗布していた。
【０００５】
　しかし、この方法は、次のような問題があった。第１に、工数が増えるという問題であ
る。研削部に砥粒を固着する際に、研削部以外に砥粒が付着しないように、且つ研削部端
がまっすぐきれいに仕上がるように、絶縁性テープによって被覆し、その被覆部の中間か
ら台金の後端全体をディッピング法によってマスキングする。こうして研削部にのみ砥粒
が固着するようにするが、砥粒を固着後に、テープとマスキングを取り除き、前記溝に塗
料を塗布することになる。すなわち、絶縁性テープを巻く工程と、剥がす工程が余分に必
要であった。
【０００６】
　第２に、台金に溝を形成するので、台金の強度が低下するという問題があった。さらに
、第３として、歯科用研削バーは、エアーモータなどのチャックに取り付けて使用するが
、使用時には識別部が見えなくなってしまい、歯科用研削バーの種別を確認することがで
きなくなってしまうという問題があった。
【０００７】
　これらの問題を解決するものとして、特許文献２（特公平３－６２０８９号）では、台
金の研削部に隣接した位置に溝を形成せずに絶縁性塗料を塗布して識別部を形成し、その
後砥粒を固着する方法を提案している。
【０００８】
　すなわち、絶縁性塗料を塗布することで、絶縁性テープによる被覆を兼ねることができ
、工数を減らすことができた。また、溝を形成しないので、強度の低下を避けることがで
きた。さらに、識別部を研削部に隣接した位置に形成することで、歯科用研削バーの使用
時にも識別部を視認することができるようになった。
【特許文献１】特許第３１４０５１７号
【特許文献２】特公平３－６２０８９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献２の歯科用研削バーにも改良すべき点があった。すなわち
、絶縁性塗料としては、熱硬化性アクリル樹脂塗料や、紫外線硬化型樹脂塗料を使用して
いるが、これらは、剥がれやすいという問題がある。たとえば、砥粒を電着する際に、砥
粒が識別部に触れることで剥がれてしまったり、治療の際、患部やその隣の歯に当たって
剥がれてしまうという問題である。
【００１０】
　溝を形成してここに塗料を塗布する方法は、このような問題の解決方法としては優れて
いるが、強度の低下が問題となる。また、加工工数が増えるという問題も生じる。
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【００１１】
　本発明は、このような問題の解決を図ったもので、識別部に塗料を塗布するための溝を
形成する必要がなく、識別部の塗料が剥がれにくい歯科用研削バーを提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために本発明の歯科用研削バーは、棒状の台金と、該台金の先端
部であって砥粒が固着された研削部と、該研削部に隣接した台金の外周部分であって絶縁
有色塗料が塗布された識別部と、を有し、該識別部が、周方向は均一な厚さで、軸方向に
は山形状になっていることを特徴としている。
【００１３】
　前記砥粒がダイヤモンド砥粒であり、ダイヤモンド砥粒が電着によって研削部に固着さ
れた構成としたり、することができる。
【００１４】
　また、本発明の歯科用研削バーの製造方法は、棒状の台金を十分な量塗布された塗料が
遠心力によって軸方向の中央で厚い山形状になるような速さで回転させる工程と、刷毛部
材により該回転している台金の作業部となる元端から一定幅の部分に絶縁有色塗料を塗布
する工程と、前記台金の回転を停止して塗料を乾燥させる工程と、前記識別部より先端側
に電着によって砥粒を固着する工程と、を有することを特徴としている。
【００１５】
　前記台金の回転を停止して塗料を乾燥させる工程が、台金を回転装置から外した場所で
台金を立てて行われる構成としたり、前記刷毛部材が、台金に接触する傾斜面を有し、該
傾斜面の上方から台金の接触部に塗料が流れ落ちるように供給される構成としたり、前記
刷毛部材に塗料を表面張力をもって十分付着させ、該刷毛部材から台金に軸方向で山形状
になるように塗布させる構成としたり、することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　一定以上の速さ（約１００～１０００ｒｐｍ程度）で回転している台金に刷毛部材を接
触させて識別部となる一定幅の部分（約１．４ｍｍ）に有色塗料を十分な量塗布すると、
当初は、表面張力により丸まった形状で識別部の全体に塗料が塗布される。その後、刷毛
部材を台金から離し、さらに台金を回転させ続けていると、塗料は遠心力で外側に引っ張
られる。この遠心力により、塗料は識別部の中央部に集中し、中央部が厚く両側で薄い山
形状に分布する。台金を回転させ続けると、塗料が半乾きの状態となる。半乾きになった
ら回転を止めても山形の形状を維持できるので、そのまま放置して乾燥させる。台金を立
てた状態で乾燥させると、塗料が周方向の一方に偏ることなく、周方向に均一な厚さを保
持することができる。この場合、重力方向にやや山形が偏ることになるが、山形が一方に
偏った場合も、本発明の「山形状」に含まれるものとする。台金を立てる場合、通常は研
削部を上にして立てておくが、研削部を下方にし、吊り下げる形で立てることも可能であ
る。この場合は、重力により山形が研削部に近い部分に形成されるため、砥粒が誤って台
金の下部に電着されることを防ぐことができる。尚、塗料が遠心力で外側に引っ張られる
ためには、塗料にある程度の粘度が必要であるので、塗料の粘度を適切に調整して使用す
るものとする。
【００１７】
　このようにして形成された識別部は、塗装膜が厚いので塗料が剥がれ難くなり、使い勝
手が飛躍的に向上する。
【００１８】
　前記刷毛部材が、台金に接触する傾斜面を有し、該傾斜面の上方から台金の接触部に塗
料が流れ落ちるように供給される構成とすると、塗料の供給が十分にできるので、塗料切
れによる塗布不良を防止することができる。また、前記刷毛部材に塗料を表面張力をもっ
て十分付着させる構成とすると、該刷毛部材から台金に軸方向で山形状になるように塗布
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させることができ、遠心力によって軸方向の中央で厚い山形状になるような速さでなくと
も（例えば１０ｒｐｍ等）、本発明の歯科用研削バーを形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の歯科用研削バーを形成する方法を説明する図で、（ａ）は台金の正面
図、（ｂ）は台金に塗料を塗布した状態の正面図、（ｃ）は識別部が出来上がった状態で
、マスキング部分を仮想線で示す図、（ｄ）は完成した本発明の歯科用研削バーの正面図
、（ｅ）は本発明の歯科用研削バーの縦断面図である。
【００２１】
　本発明の歯科用研削バー１０の台金１１は、錆に強いことから、ステンレス鋼を使用し
ている。ステンレス鋼の丸棒の先端をテーパ状に加工し、所定の寸法に切断することで、
台金１１が形成される。ステンレス鋼としては、マルテンサイト系のステンレス鋼でもよ
く、オーステナイト系のステンレス鋼でもよい。
【００２２】
　図２は、塗装装置２０の要部構成を示す図で、（ａ）は平面図で、（ｂ）は正面図であ
る。塗装装置２０は、回転装置２１と、刷毛部材２２とを有する。刷毛部材２２は板状の
部材で、駆動装置２３の回転軸２３ａにナットで固定され、約９０゜双方向に回転して、
図２（ｂ）の仮想線で示す位置と実線に示す位置とを択一的に選択する。
【００２３】
　図１（ａ）に示す台金１１を回転装置２１のチャック２１ａで掴み、台金１１を回転さ
せる。回転装置２１のチャック２１ａの下方には、絶縁性の有色塗料Ａの入った容器３０
があり、刷毛部材２２が仮想線に示す位置にあると、刷毛部材２２の先端部分が有色塗料
Ａに浸かり、有色塗料Ａが付着する。刷毛部材２２の先端には、傾斜面２２ａがあり、仮
想線の位置から反時計方向に９０゜回転して実線の位置にくると、傾斜面２２ａの下方が
台金１１に接触し、台金１１に有色塗料Ａが塗布される。台金１１の長さが一定で、かつ
、チャック２１ａが台金１１を掴む位置を一定の位置にすることで、識別部１１ａとなる
部分に有色塗料Ａを塗布することができる。
【００２４】
　刷毛部材２２の傾斜面２２ａには、塗料が上方から下方に向かって流れ落ちるので、台
金１１と刷毛部材２２の接触部には、十分な塗料が供給され続け、台金１１の外周に均一
な厚さで有色塗料Ａが塗布される。
【００２５】
　塗料の塗布が完了したら、刷毛部材２２は時計方向に９０゜回転して仮想線の位置に移
動する。一方、台金１１は回転を続けている。回転を続けていることによって、塗料は外
周に均一の厚さになるよう広がり、同時に塗料には遠心力が加わるので、外側に膨らむ。
最も膨らみ易いのは、識別部１１ａの中央部分であり、識別部１１ａの両側から塗料が中
央に集まってきて図１（ｂ）に示すように、山形に分布する。なおも、回転を続けている
と、塗料が乾き始める。そして、半乾き状態になると、回転を停止しても山形の塗料の分
布状態は維持される。
【００２６】
　この状態になったら回転装置２１を停止し、チャック２１ａを緩めて台金１１を外し、
図示しない場所で台金１１を立てた状態に保持して、塗料を完全に乾燥させる。塗料が乾
燥したとき、台金１１は図１（ｃ）の実線に示す状態を保持している。台金１１を垂直に
立てて乾燥するとき、事前の乾き状態が不十分な場合は、塗料が下方に若干垂れ下がるこ
ともある。その場合、乾燥したときの塗料の膜厚は、左右対称な山形ではなく、山の頂部
が下方にずれたものとなる。
【００２７】
　次に、図１（ｃ）の仮想線に示すように、識別部１１ａの中間から台金１１の下部全体
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の後、マスキング１２を剥がすと図１（ｄ）の歯科用研削バー１０が完成する。歯科用研
削バー１０の断面は、図１（ｅ）に示すようになっており、特に、識別部１１ａは、軸方
向（台金１１の長手方向）に山形の断面形状となっている。
【００２８】
　識別部１１ａの研削部１１ｂの側端から０．４５ｍｍの部位を測定した所、塗料の膜厚
は２８μｍであり、中央部は３４μｍ、台金１１の下部側から０．４５ｍｍ部は３４μｍ
であった。塗料を剥がれにくくするためには、塗料膜厚の最大は２０μｍ以上、望ましく
は３０μｍ以上であることが良いが、塗料の種類によって適宜選択することができる。な
お、塗料膜厚の上限は、通常の塗料の塗布により可能な厚さであり、特に限定されるもの
ではない。
【００２９】
　また、塗料の粘度については、１５～３０秒（ＮＫ－２で測定）程度が好ましいが、数
値を限定するものではない。
【００３０】
　本発明の識別部１１ａは、研削部１１ｂのすぐそばにあるので、回転工具に取り付けて
使用しているときでも、識別部１１ａの色等を確認することができる。また、溝を掘る必
要もないので、研削バーが弱くなることもない。
【００３１】
　特に、本発明の識別部１１ａは、台金１１を回転させつつ絶縁性の有色塗料Ａを塗布し
、塗布後も回転を続けるので、塗装膜の円周方向の厚さは均一になる。また、軸方向の厚
さは山形状になるので、厚く、剥がれにくい識別部１１ａを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の歯科用研削バーを形成する方法を説明する図で、（ａ）は台金の正面図
、（ｂ）は台金に塗料を塗布した状態の正面図、（ｃ）は識別部が出来上がった状態で、
マスキング部分を仮想線で示す図、（ｄ）は完成した本発明の歯科用研削バーの正面図、
（ｅ）は本発明の歯科用研削バーの縦断面図である。
【図２】塗装装置の要部構成を示す図で、（ａ）は平面図で、（ｂ）は正面図である。
【符号の説明】
【００３３】
１０　　　歯科用研削バー
１１　　　台金
１１ａ　　識別部
２０　　　塗装装置
２１　　　回転装置
２１ａ　　チャック
２２　　　刷毛部材
２２ａ　　傾斜面
２３　　　駆動装置
２３ａ　　回転軸
３０　　　容器
Ａ　　　　絶縁性の有色塗料
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